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は じめに

聖徳太子 は,い うまで もな く古代史上の最 重要人物 の一人で,歴 史学的 にはむろ

ん,教 育(学 校教育 ・社会教育)の 場 において も頻繁 に登場 し,日 本 国民の知識 の

中にその位置 を占めていた。そ の限 りにおいてはた しかに 「国民すべ てが,聖 徳太

子信仰 とい う千年を超 えるマイ ン ドコン トロール の下に」あ り,「鳥 が最初 に見たも

の を親 と思 いこむ よ うな行動様式 をイ ンプ リンティング(刷 り込み)と い うが,国

民すべ てに聖徳太子 がインプ リン トされていた」 とい う論 も故 な しとしない(1)。

聖徳太子 が有名 人であるのにはい くつかの理 由がある。

その第1は 政治家 としての業績の高 さにおいてである。推 古天皇 の 「摂政」 とし

て,ま た 「皇太子」 として国政 を代行,古 代 国家 の大 きな転換期 である飛 鳥時代 を

主導 し,律 令 国家の成 立前史 をになった。冠位十二階 の制度 はその後の古代 日本 の

官僚制運用 の基本原則 となった し,憲 法十七条 は成文 「法」(2),「制法」(3)の最初 と

しての評価 を後世に受 けた。遣隋使 の派遣 も聖徳 太子 の主導で実施 され た と思われ,

これ また後世 の遣唐使廃止 までつづ く 日本 と中国 との外交の原則,す なわ ち"対 等"

外交 を確立 した。

第2は 偉 人 としての聖徳太子で ある。 「聖徳」太子 の名が示す よ うに,後 世,と

い うよりも死後かな りに早 い時期 に神 聖化 ・聖人化 された ことは疑い ない。『日本書

紀』に記 され た片岡 山飢者説話 はそ の典型だ し,ま た仏教受容派の中心に立 って 「崇

仏論争」 を戦 って勝利 をお さめ,さ らに法隆寺 をは じめ多 くの寺院の創建 に も関与

した(4)。仏教 の 日本導入の最大の功績者 としても位置づ け られているわけで,日 本

人 の宗教生活 の基本 を創 った人物 とい うことにもなる。

こ うした偉大な政治家 としての聖徳太子,宗 教 的 ・倫理的偉人 としての聖徳太子

の人物像 に,作 為があ るのではないか とい うのは誰 もが考 えているこ どで,『 日本書

紀』や 『上宮聖徳法 王帝説』その他の史料文言 が,そ のままに信頼で きる ものだ と

い う 「学説」 はほとん ど存在 しない。っま り実在 の人物 としての聖徳 太子 は別 にあ
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るのではないか とい うこ とは,古 代 史研究者 の誰 しもが認 めるところである。 とい

うよ りもあ らゆる歴史資料が後世に何 らかの修飾 を受 けた もの,す なわち志 向性 と

い うか偏 向性 があるこ とは 自明で,そ の修飾 を取 り去 るこ とに よってのみ真実の歴

史 に近づ くことができる とい うのは当然 のことであろ う。聖徳太子 についてい えば,

皇室 ・皇族 への批判 の困難だ った戦前 において さえも久米邦武氏 『上宮太子実録』

(1903年 。の ち 『聖徳太子実録』)か らは じま り,津 田左右吉氏 『日本上代 史研究』

(1930年)に いた るまでの長 い研究の歩 みがあ り,聖 徳太子の真実を解 明す る学問

的努力は積 み重ね られ てきてい る。

1.聖 徳 太 子 「否 定 」論 の 出現

近 時,聖 徳 太 子 は 「い な か った 」 とい う議 論 が 提 出 され てい る。 大 山誠 一 氏 に よ

る も ので,ま ず は そ の意 見 か ら聴 い て み たい 。

氏 の説 は 多 岐 に渡 り,ま た諸 書 に 述 べ られ て い るが,こ こで は氏 の この方 面 で の

主 著 と認 識 され る 『〈聖徳 太 子 〉の誕 生 』(5)に よ りた い と思 うが,そ こに氏 が得 られ

た結 論 は,「 実在 が確 か な厩 戸 王 の人 物 像 」 と して,① 実 在 自体 を疑 う必要 は 「な

い で あ ろ う」 とい う史料 な しの 「推 測 」が加 わ っ て い るが 「王族 の 一人 」で,「 蘇 我

系 の王 族 」 で あ る こ と,② 厩 戸 の名 は 「生 年 の干 支 に基 づ く」(生 年 は西暦574年

で干 支 は 甲午 く キ ノエ ノ ウマ 〉)こ と,③ 史 実 と考 えて 「よい で あ ろ う」とい う 「推

測 」 が これ ま た加 わ るが,「 斑 鳩 宮 を居所 」 と し,「 近 くに」 「斑鳩 寺(法 隆寺)を 建

立 した」 こ と,の3点 の み が真 実 で,そ の ほ か の聖 徳 太 子 の事 績 はす べ て偽 りで あ

る と主張 され る。 今 ま で 疑 われ る こ との な か っ た冠 位 十 二 階 の制 の制 定,憲 法 十 七

条 の制 定,遣 隋 使 の 派 遣,そ れ ら と聖 徳 太子 との 関係 はす べ て後 世 の仮 託 で あ り,

信 じ る こ とが で きず,創 作 な い し偽 作 され た記 事 で あ る とい うこ とに な る。 後 世 の

史料 ・資 料 の 厳密 な批 判 を行 い,"確 実"な 史 料 ・資 料 のみ で 聖徳 太 子 像 を新 た に解

明 し,再 編 成 され よ う と した そ の態 度 はむ ろん尊 重 され るべ き もの だ が,な お 検 討

を加 え る余 地 もあ ろ うか と思 われ る(6)。

2.聖 徳 太 子 の 「権 力」

まず 「権 力 」 者 と して の 聖徳 太 子像 に つ い て 考 えて み たい 。 太 子 の地 位 は,「 摂

政 」 で あっ て 「万機 」 を 「惣 摂 」 し,「 天 皇 事 」 を行 った とい う(7)。他 の 個 所 で も,

「皇 太子 」 に立 て られ て,政 ご と(「 録 」)を 「摂 政 」 し,「 万機 」 を 「悉 くに委 」 ね

られ た と して い る(8)。「皇 太 子 」制度 は なお まだ 成 立 を見 な い時 代 の こ とだ か ら,こ

こ が後世 の修 飾 で あ る こ とは疑 い な い に して も,他 に 「天 下 の政 を輔 」 けた と もあ

る し(9),史 料 的 には少 な く と も政 治 に携 わ っ た とあ る こ とをま ず確 認 してお き たい 。
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大 山氏 の 言 わ れ る よ うな ら 「聖 天 子 」 で さえ あれ ば よい も の を,そ れ とは別 に世俗

の俗 人 権 力 者 と も描 かれ て い るの で あ る。

皇 太 子 の 執 政 は 多 くの前 例 が あ り,上 田正 昭 氏 も関説 され(lo),ま た総 括 的 な そ の

証 明 は荒 木敏 夫 氏 の研 究 に詳 しい が(11),こ こで は皇 太 子 制 度成 立以 前 の2,3の 例

を あ げ るに 止 め た い。

敏 達 天 皇 元年4月,天 皇 の即 位 と とも に蘇 我馬 子 が大 臣 に再任 され,翌 月 に 著名

な烏 羽 の 表 が 高句 麗 か ら提 出 され た が,結 局 これ は蘇 我 馬 子 を主 導 と して 王辰 爾 が

解 読 す る とい うこ とに な る。 この解 読 に先 ん じて敏 達 天 皇 に よっ て事 が 「皇子 と大

臣」 に 下 問 され て い る(12)。こ の 「皇 子 」が 誰 か につ い て は押坂 彦 人 大 兄 皇子 が想 定

され て い て(13),皇 太 子 が 国政 に明 白 に参 与 してい る こ とが 分 か る。事 態 は ほ とん ど

全 面 的 に 大 臣蘇 我 馬 子 に よっ て解 決 され て い るの だが,そ の な か で も実 際 に ま る で

役 目を果 た して い なか った 「皇 子 」 の押 坂 彦人 大 兄 が 史 料 に記 され てい るの は,皇

太 子 が 執 政 す るの が基 本 な い し慣 例 で あ った こ とを物 語 る もの で は ない だ ろ うか。

さ らに い っ そ うよ くそ れ を示 す の は,勾 大 兄皇 子 の こ とで あ る。

継 体天 皇6年,い わ ゆ る任 那 四県 割 譲 事件 が持 ち上 が った。 大伴 金 村 を大 連 とす

る政権 下 で 起 こった,百 済 に よ る 「任 那 」 地域 の併 合 を め ぐる政 争 で ある。 す な わ

ち百 済 が 「上 ロ多喇 ・下 ロ多喇 ・娑 陀 ・牟 婁 四県」 を 「請 」 い,こ れ に 「百 済 の賂 」 を

受 けた とい う 「口多喇 国 守穂 積 臣押 山」 の言 に大 連 大 伴金 村 が賛 同,そ の割 譲 の 旨 を

百 済 に伝 え る使 節 に任 じられ た 大 連 物 部麁 鹿 火 が病 と称 して伝 達 を拒 否す る な ど,

対 「任 那 」 政 策 にお い て政 権 内部 に大 きな意 見 対 立 が あ っ た こ とが うか が え る。

この 時 に 「大 兄 」 で あ っ た勾 大 兄 は 「前 に縁 事 あ りて,国 を賜 うとい うこ とを聞

きた ま わず して,晩 くに 宣勅 を知 」っ て,「 驚 き悔 いて,令 を改 め」 よ うと した とい

う(14)。実 際 に は 実現 は しな か った が,「 大 兄 」 で あ る勾 大 兄 が 国政 に参 画す るの は

常態 な の で あ り,彼 の 政策 は反 対 勢 力 に よっ て 阻止 され た もの の,皇 太子 が 政 治 権

力 を持 つ の は一 般 的 な こ とで あ った と思 われ る。 聖徳 太 子 のみ が前 例 に はず れ て 政

権 を運 営 し,権 力 を もっ た わ けで は な い の で あ って,こ うした延 長線 上 に立 って 聖

徳 太 子 の 「摂 政 」 や 「万機 」 の 掌握 も検討 しな けれ ば な らな い で あ ろ う。

む ろ んそ れ は聖 徳 太 子 の持 った 権 力 が,独 裁 や 専 制 で あ っ た こ と を示 す もの で は

な い。多 くの先 学 が 述 べ られ る よ うに,蘇 我 馬 子 との"協 調"政 治で あ った。 「皇太

子 及 び 大 臣 」 に 「三 宝 を興 し隆」 え る よ う詔 が 出 され(15),「 皇 太 子 と大 臣 」 が 「神

祗 」 を祭 り(16),「皇 太 子 ・島 大 臣 」 が 「天 皇記 及 び 国記,臣 連 伴 造 国 造 百 八十 部 并

せ て公 民 等 の本 記 」 を作 成 す る な ど(17),枚 挙 にい とま が ない 。聖 徳太 子 の顕 彰 を 目

的 とす る 『上 宮 聖 徳 法 王帝 説 』 にお い てす ら 「上 宮厩 戸 豊 聡 耳命,島 大 臣 と共 に天

下 の政 を輔 け」た とあっ て,「 島 大 臣 」こ と大 臣蘇 我馬 子 の地 位 は 当然 無 視 で きな い
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もの で あ っ た。

3.聖 徳太 子 の 「業 績 」

聖 徳 太子 な い し推 古 朝 の 政 治 と して,① 冠 位 十 二 階 の制 定,② 憲 法 十 七 条,③

遣 隋使 の派 遣,を あ げ る こ とが で き よ う(18)。卑 俗 な言 い方 だ が,こ の時 に官 僚 制 の

運 用 が 世 襲制 か ら個 人 制 にな っ た の で あ り,こ れ が後 の律 令 官 僚制,ひ い て は 明治

の時 代 ま で の 官僚 制 の原 点 とな っ て い る。 この 冠位 十 二 階 の 制 は 早 く言 われ てい る

よ うに 「百 済 の制 を 中心 と し,高 句麗 の 制 を参 照 し」 た もの で あ ろ うし(19),「 高 句

麗 な ど朝鮮 半 島諸 国 の位 階 制 を模 倣 した」(20)とい うの が ほぼ 通説 で あ ろ う。 こ の制

度 の詳 細 な編 さん過 程 は不 明 だ が,聖 徳 太 子 の い わ ば側 近 と して 「師 」 とな り(21),

「内教 」 を 「習 」 っ た とい う(22)高句 麗僧 慧 慈 の こ とを考 えれ ば,高 句 麗 制 度 と冠 位

十 二 階 制 度 の 近似 性 を素 直 に理解 で き る よ うに思 われ る。史料 的 な論 証 は難 しい が,

可能 性 と して 排 す る こ とはで きな い だ ろ う。

憲 法 十 七 条 につ い て も はや くか ら聖徳 太 子 の作 として 見 え,既 に引用 した 『上 宮

聖徳 法 王 帝 説 』 の 「十 七 余 法 」,「格 式序 」 の 「国 家 の制 法 」 な どの ほ か 『令 集 解 』

に も 「上 宮太 子 」が 「唯 令 を制 して律 を制 さず 」 とも見 えて い る(23)。後 世 的用 語 の

頻 出や,ま た 儒 教 思想 や 道 徳 的 色 彩 の濃 厚 さな どか らそ の存 在 を疑 う説 もあ るが,

『日本 書 紀 』 の記載 どお りの 内容 か ど うか は別 と して,実 際 に該 当す る法令 が施 行

され た こ とは確 か で あ ろ う。

そ して この 憲 法 十 七 条 は,「 六 世 紀 にお け る王 権 お よび 国家 体 制 の 変 化,大 陸 と

の 交渉 の新 しい段 階,族 長 法 の 国造 法 へ の 移行 等 を反 映 」す る もの で,「 五 世 紀 の 王

法 との 間」 に は 「明 瞭 な 断絶 」 が 存 在 す る画期 的 な法 令 で あ っ て,後 世 長 く継 承 さ

れ る 「君 臣 問 の新 しい 秩 序 を確 立」 し,さ らに は 「君 臣」 と 「『百姓 』『民 』」 との 関

係 の構 築 を 目的 とす る もの で あ った(24)。 この 「法 」 の制 定 は遣 隋使 派 遣 な どの推 古

朝 政 治全 般 に密 接 にか か わ る ものだ が,当 時 の政 治 的 位 置 か ら考 え て皇 太 子 聖 徳 太

子 が深 く関 与 してい た こ とは疑 い ない よ うに思 われ る。

遣 隋使 派 遣 は,周 知 の よ うに倭 五 王 以 来100年 ぶ りの 中国 との外 交交 渉 の 再 開 で

あ った。 ま さに画 期 的 な 政 策 で あ り,相 当の 政 治 的判 断 が必 要 だ っ た こ とは 間違 い

ない。 しか も この再 開 にあ た っ て,言 われ て い る よ うに紀 元 前 後 か らの500年 にお

よぶ 日中外 交 の原 則 を否 定 した の で あ り,こ の 間 の伝 統 ともい うべ き 中 国皇 帝 か ら

の冊 封 を受 け た節 が な く,し た が っ て"対 等"外 交 を 目指 し,倭 王 は 「天 子 」 を 自

称,独 立 した倭 王 権 の立 場 を主 張す る にい た る。 以後,"臣 下"と して で は な く,皇

帝 の"徳"を 求 め はす るが,自 立 した王 権 と して 「化 外 慕 礼 」 の 国 の 立 場 を保 ち続

け る こ とに な る。
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これは隋の,宇 宙にただ一人 の 「天命」 を与え られ た 「天子」であるが ゆえに世

界 を統治 できる とい う中国の世界支配 の原則 を否定す るに等 しく,た めに煬帝は当

然 「復た以 って聞す るなかれ」 と怒 りをあ らわに したのである(25)。単に倭 国王 が中

国隋国 「皇帝」 と"対 等"を 主張 した にとどま らず,中 国皇帝の権威 ・権力 のあ り

方,ま さに当時の東 アジア社会の国際的環境 と深 く関わ るできご とだったのであっ

て,煬 帝 に とっては見逃す ことができ るものではなかった。

結果 としては この倭 国の主張は"見 逃 され"た 。 中国皇帝 が倭国王の 自主 ・独立

を認定 したわ けではないが,こ の倭 国の主張 に対 して対抗措置 を取 るこ とはなかっ

たのであ って,当 時の中国 と周辺諸 国 との関係のあ り方 を考 えてみ ると,極 めて異

例な ことであったことも注 目されね ばな らない。 これ また卑近な言 い方だが,た だ

ちに隋国が倭 国へ の攻撃 を仕掛 けた として も何 ら不思議 ではない事態で あった。 中

華帝国の こ うした態度は,い くらも他 に見出す ことができる。

では何故 隋国は倭国へ の攻撃 ・侵略 の手段を取 らなかったのであろ うか。 それ は

高句麗 国 との争い に手を取 られていたか らで,隋 国に とっては 申すまで もな く倭 国

よ りも高句麗 国 との関係 のほ うが国際的 にははるか に重要で(26),深 刻な問題 であっ

た。結果 として この争い に失敗 して隋王朝は滅 亡す ることか ら分か るよ うに,倭 国

との関係 に心配 りしてい る余裕 はなかったのである。

そ してそれは,そ うした状況 を見越 して隋国 との"対 等"を 打 ち出 した倭国政府

の外交的判断の勝利 でもあった。 こ うした朝鮮半島の政治情勢の倭国に伝わ るルー

トはい くつ もあっただ ろ うが,倭 国の このよ うな 「小 帝国」 を 目指す方 向は 当時の

倭国政府 の基本 的立場で もあ り,む ろんそれは倭 国王 を中心 とす るものであるか ら,

その 中心に大王家の重要人物で,「摂政」として推 古天皇 を補佐 して政務 を運営 して

いた聖徳太 子がいた と考 えるのは,決 して不 自然ではないであろ う。むろんこの 「対

等」 を拡大 的に解釈す ることはできないが,少 な くとも東 アジアの"小 帝国"を 目

指 した倭 国に とっては一方 で朝鮮諸国 か ら 「朝貢」 を受 けることができる根拠 とな

るものでもあった。すでに触れ たよ うに 「化外慕礼」,つ ま り中国皇帝の徳 を求 めは

す るが臣下ではない とい う遣隋使 ・遣唐使 の基本外交方針 は ここに定まったのであ

る。

4.晩 年 の 聖 徳 太 子

最 晩 年 の 聖 徳 太 子 は周 知 の ご とくほ とん ど引退 状 況 にあ っ た。 す な わ ち推 古 天 皇

15年2月 に 「皇 太 子 と大 臣」 が 「百 寮 」 を率 いて 「神 祗 を祭 ひ拝 ぶ 」 こ とを した 時

か ら,同28年 是 歳 に 同 じ く 「皇 太 子 ・島大 臣 」が 「共 に議 」っ て 「天 皇 記 及 び 国記 ,

臣連 伴 造 国 造 百 八十 部 并 せ て公 民等 の 本記 」 を 「録 す 」 まで,『 日本 書紀 』に は ま っ
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た く聖 徳 太 子 の行 動 の 足跡 を見 出す こ とが で き ない 。『日本 書紀 』 で は翌29年 に太

子 の死 を配 置 して い るか ら,ま さに最 晩年 に属 す る こ とに な る。 こ の間,小 野 妹 子

の渡 隋(推 古 天 皇15年7月)と 帰 国(同16年4月)お よび 再度 の 渡 隋(同16年9

月),し か も隋 皇 帝 か らの 「書 」 の"紛 失"事 件(同16年6月),送 使 の 入京 と小 墾

田宮 で の迎 接(同16年8,月),ま た 「新 羅 ・任 那 の使 人」 の入 京 と迎 接(同18年

10.月),「 皇 太 夫人 堅 塩 媛 」 の 「改葬 」(同20年2,月)な ど と重 要 な 国家 的 事 業 が 多

く行 われ て い る。 わず か に,い わ ゆ る片 岡 山飢者 説 話 に,太 子 は登 場 す るの み で,

この 間 の聖 徳 太子 の政 治 的 事績 に は ま った く見 るべ き も のの 記載 が な い。

い うま で もな く聖徳 太 子 伝 記 の類 は,た とえ ば 『聖 徳 太 子 伝 暦 』 は 『日本 書 紀 』

に太 子記 事 空 白の この 間 につ い て こ と ご と く太 子 の事 績 記 事 を設 けて お り,当 た り

前 の こ とな が ら聖徳 太子 の神 格 化 に成 功 してい る。 も し 『日本 書 紀 』 に お け る太 子

が"捏 造"で あ る とす るな ら,『 日本 書 紀 』にお い て も この 間 に も神 格 化 に必 要 な捏

造記 事 を設 定 して は じめ て太 子 の"神 格 化"は よ り完成 す る わ けで,そ れ が な い と

い うの はや は り太 子 が 実質 的 に政 治 か ら退 くか,あ るい は排 除 され て い た こ とを物

語 る もの と考 えて よい よ うに思 われ る。

5.蘇 我 馬子 と蘇 我 氏

聖徳 太 子 の 時代 に大 き な権力 を保 持 してい た の は,蘇 我 馬 子 で あ る。 これ につ い

て は 諸説 に異 論 を ま った く見 出す こ とは で きな い。 蘇 我 馬 子 の 実 力 は 大 き な も ので

あ って,お そ ら くは太 子 を しの ぐほ どで あ った とも思 われ る。 詳 細 を論 じる こ とは

必 要 なか ろ うが,た とえ ば早 く敏 達天 皇 元 年,敏 達 天 皇 の即 位 と とも に 「大 臣」 と

な った 馬 子 は,前 年 に 日本 海岸 に 漂着 した高 句 麗 国 の使 節 の もた ら した 「表 疏 」 の

解 読 に あた って い る。 この 時 に彼 は 「諸 の史 」 を 「召 し聚 へ て,読 み 解 」 か しめ て

い る。先 任 の 「大連 」で あ った 物部 守 屋 を差 し置 い て どい うこ とに な り,「船 史 の祖 」

の 王辰 爾 が これ の解 読 に あ た り,い わ ゆ る烏 羽 の表 の解 読 に 成 功 した(27)。卓 越 した

外 交処 理 能 力 を持 って い た こ とを示 す もの で あ るが,蘇 我 氏 渡 来 人説 に は なお 問題

を残 す も の の,蘇 我 氏 が 多 くの渡 来 人 とそ の持 つ知 識 ・技 術 を掌握 して いた こ とに

疑 い は ない 。

ま た ヤマ ト政 権 の経 済 的 基盤 で あ る 屯倉 の経 営 に も深 く関 わ って い た。 敏 達 天 皇

3年 には 「吉備 国 」の 「白猪 屯 倉 と 田部 を増 益 」 さ しめ,「 田部 の名 籍 」を 白猪 史膽

津 に授 け て そ の運 営 を させ て い る(28)。この 「名 籍 」 に つ い て は 内容 や 作 成 につ い て

の 明記 が な い が,お そ らくは 「令 制 の 戸 籍 ・計 帳 に近 い もの」 で(29),馬 子 の 具 体 的

な 関与 は不 明 な もの の,経 済 知 識 の豊:富 さ と配 下 の渡 来 人 の存 在 は確 実 で あ ろ う。

仏 教 の 受 容 に関 して も馬 子 は主 導権 を発 揮 して い る。 一 々 の例 示 は避 け るが,な
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お ま だ受 容 につ い て の い わ ば国 論 が 定 ま らな い 当時 の敏 達 天 皇13年,こ の年 に百 済

か ら もた らされ た 「弥勒 の石 像 一躯 」 と 「仏 像 一躯 」 の2体 を請 い とっ て まつ った

とい う。そ して これ と合 わせ て 馬 子 の 「石 川 の宅 」に 「仏殿 」を造 っ た。 これ を 『日

本 書 紀 』 は 「仏 法 の初,茲 よ り作 れ り」 と記 して い る(30)。この 翌年 に は物 部 守屋 た

ち の批 判 を受 けた敏 達 天 皇 に よっ て 「仏 法 を断 め よ」 とい う政策 が 出 され た が,そ

の なか で馬 子独 りが 「仏 法 を行 」 うこ とを認 め られ て もい る(31)。前 後 に も馬子 が仏

教 興 隆 に果 た した役 割 につ い て の記 載 は多 く,当 時 の倭 国 の最 大 の 国家 的 課題 で あ

った 仏 教 の 受容 ・非 受 容 の議 論 と対 立 のな か で,幼 少 で あ っ た聖 徳 太 子 が 登場 しな

い の は 当然 と して も,蘇 我氏 は大 化 の 改 新 に お い て いわ ば"悪 者"の 役割 を 引 か さ

れ るな か に あ っ て,そ の蘇 我 氏 の馬 子 の 活 躍 は 著 しい もの が あ る。 こ うした延 長 線

上 に蘇我 氏 に よる崇 峻 天 皇 の暗 殺 事件 もあ るわ け で,「 馬 子 宿 禰,群 臣 を詐 め」た の

が 事 実 か ど うか は問題 を残 す が(32),文 字 通 りに蘇 我 氏 の権 勢 が大 王 家 を も しの ぐも

の で あ っ た こ とは これ ま た疑 うこ とが で き な い。 聖 徳 太子 の死 の直 後 と もい うべ き

推 古 天皇33年 の大 王 家 の ア ガ タ で あ っ た 「葛城 県 」を 「元 臣 の本 居 」だ と して 割譲

を 要 求 した こ とも(33),あ わ せ て馬 子 の権 勢 の 大 き さを うか が わせ る も ので あ ろ う。

で は蘇 我 馬 子 な り蘇 我 氏 の権力 は独 裁 的 ・専制 的 で絶 対 で あっ た か とい うこ とだ

が,む ろん そ うで は な い。 これ ま た本 稿 の課 題 か ら離れ る ので 触 れ な いが,た とえ

ば推 古 天 皇31年 の 「新 羅,任 那 を伐 つ 」 とい う国 際事 件 につ い て 大 き な国 論 の分 裂

が起 こ り,こ れ を馬 子 は コン トロール す る こ とがで きて い ない 。「先 ち て多 に新 羅 の

幣 物 を得 」て い た とい う 「境 部 臣 ・阿曇 連 」 の言 に よっ て派 兵 し,「 悔 しきか な,早

く師 を遣 しつ る こ と」 を と反 省 の 弁 を 述 べ て い る(34)。この記 事 か ら して,少 な く と

も蘇 我 馬 子 が 専制 とか独 裁 とか い うべ き権 力 を保 持 してい た とは考 え る こ とは で き

ない 。

蘇 我 馬 子 と蘇 我 氏 政 権 は,た くみ に渡 来 人 を操 作 し,組 織 して い た。 聖徳 太 子 と

蘇 我 馬 子 の 開 明 的政 権 運 営 は,こ の渡 来 人 に よ る とこ ろが 大 き い と思 われ る。 渡 来

人 の 大活 躍 時代 で あ って,当 時 の倭 国 の文 化 ・文 明 は渡 来人 ぬ き に考 える こ とはで

きな い。 彼 らを通 して 中国 大 陸 ・朝鮮 半 島 の先 進 的 文 化 ・文 明 は 日本 列 島 に もた ら

され,倭 国 の歴 史 ・文 化 を前 に押 し進 めた。 す で にそ れ は5世 紀 後 半 か ら始 ま って

い るが,飛 鳥 時代 には い っ そ う渡 来 文 化 の倭 国へ の影 響 は大 き くな り,太 子 の 時代

に それ は及 ん だ。 中国 の新 文 明の 導入 に あた っ た遣 隋使 の,「 学生 」 「学 問僧 」合 計

8人 のす べ て が渡 来 系 氏族 の人 物 で あ っ た こ とは(35),明 白に倭 国 にお け る渡 来 人 の

位 置 を物 語 っ てい る。

で は聖 徳 太 子 と渡 来 人 な り渡 来 文化 な りとの 関係 は ど うか 。 これ につ い て考 え る

直接 的 な材 料 は多 くは な く,わ ず か に 秦河 勝 を挙 げ うるのみ で あ る。 す なわ ち推 古
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天皇11年,太 子は秦河勝 を前に して,「 我,尊 き仏像 を有 て り。誰 か是 の像 を得て

恭拝」す るものはいないか と下問 した(36)。この時に秦河勝 が進み出て 「臣,拝 み ま

つ らむ」 と申 し出て これ をも らい うけ,そ こで建立 したのが 「蜂岡寺」 であった。

「蜂 岡寺」 はい うまで もな く現在の広隆寺 のこ とで,別 に太秦寺 ・葛野秦寺 な どと

も称 されて いて,秦 氏の氏寺 として葛野の地 に建設 され た ものであった(37)。

この間の経緯 に,聖 徳太子 と秦河勝 の親近性 をどれ ほ ど評価で きるかはなお 問題

を残すが,後 述す る山背大兄王 と深草屯倉の関係 か ら考 えても太子 と秦氏 ない し河

勝 との間 に相 当の密 着があった ことは確かで ある。 それ に飛鳥時代 が渡来人 の大活

躍時代で あるこ ととを考 え合わせて,聖 徳太子政治のいわばブ レー ンとして秦氏の

存在 を想定 しても誤 りではない と思われ る。雄 略朝 に 「大蔵」が立て られて 「三蔵」

となって,「 秦氏を して其の物 を出納」させ,ま た 「内蔵 ・大蔵 の主鎰 ・蔵部 と為す」

とい う記事 も(38),秦氏の国政へ の関与の大 き さを うかがわせ る し,こ れ らの"貢 献"

が飛鳥時代 において もな されていた ことを疑 うわけにはいかない。

さらに秦河勝 と太子 との関係 では,い わゆる崇仏論争 においてそれ を見 出す こと

がで きる。

蘇我稲 目たちが物部守屋 を攻撃 した とき,稲 目側 に属 した聖徳太子 の側近 ともい

うべ き位 置 に秦河勝 はいた。「軍政」 「軍政人」(39),ま た 「軍允」(40)としてそ の名 が

見 えていて,守 屋 の首 を切 ったのは河勝だ ともいい,「大仁 」の冠位 をも得た とい う。

これ らを伝 える 『聖徳太子伝補欠記』『聖徳太子伝暦』は ともに後世成立 の史料で は

ある し,『 日本書紀』には何 ら河勝 の関与 を うかがわせ る記載がないのが気 にはかか

るが,「 軍政」 「軍政人」 とか 「軍允」 といった孤立的表現か らして河勝 の崇仏論争

へ の参画は疑いない と筆者 は考える。 時に太子は 「束髪於額」 した 「十五六 の問」

であった とい うか ら(41),この論争 に ともな う武 力衝突 に どれだけの功績 を残 したか

は史実 として不明 としかいい よ うがないが,後 に仏像 を下賜 され て河勝 が広隆寺 を

創建 した こ とと考え合 わせて,秦 氏 と太子の深い関係 は確実 と思われ る。

6.山 背 大 兄 王 と大王 位

この 聖徳 太 子 と秦 氏 ない し渡 来人 との関係 は,太 子 の子 の 山背 大兄 王 の こ とか ら

も確 認 し うる。 聖徳 太 子 が 「摂 政 」 で あ り 「万機 」 に 関与 し,か つ 「皇 太 子 」 で あ

った こ とは,そ の子 の 山背 大 兄 王 の存 在 形 態 か ら も推 定 で き るの で あ る(42)。

聖 徳 太子 の 王子 の 山背 大 兄 王 につ い ては,ま ず そ の大 兄 とい う"称 号"か ら考 察

す る必 要 が あ ろ う。 これ につ い て先 駆 的 な分 析 を加 え られ た のは 井 上 光 貞氏 だ が(43),

この 「大兄 」 の な か で ほ とん ど唯一 の例 外 と もい うべ き も のが 山背 大 兄 王 で,他 が

す べ て 天皇 の 子 で あ る に も関 わ らず,山 背 大 兄 王 の み がそ うで な い。天 皇 の孫,「 皇
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太 子 」の 子 な の で あ る。彼 が大 兄 で あ った こ とは 『日本 書 紀 』はむ ろ ん,『 家伝 』『上

宮 聖徳 法 王帝 説 』『聖徳 太 子伝 暦 』な ど諸 書 は 一 致 して いて 疑 う余 地 は ない。い っ 「大

兄 」 に な っ たか につ い て は なお 考 え るべ き 問題 と して残 るが,天 皇 の 後継 者 と して

確 た る地 位 を保 っ て い た こ とは確 か で あ る。

そ の こ とは推 古 天皇 の死 後 の 大 王位 の継 承 につ い ての,田 村 皇 子(後 の舒 明 天 皇)

と 山背 大 兄 王 との確 執 に よ くあ らわ れ て い る。 こ の子 細 につ い て も詳 述 す る必 要 は

な い と思 われ るが,山 背 大 兄 王 の位 置 を考 え るた めの必 要 の範 囲 内 で触 れ て み た い。

推 古 天 皇 の 「葬 礼 」 が 終 わ っ た もの の,な お 「嗣位 」 が 定 ま らず,「 大 臣」 だ っ

た蘇 我 蝦 夷 は 「独 り」 で専 行 しよ うと思 っ た もの の 「群 臣 の従 わ ざ らむ こ とを畏 」

れ て,群 臣 た ち を集 め て諮 った 。 この とき の後 継 者 紛 争 は前 後 に例 を見 な い熾 烈 な

もの で あ っ て,前 帝推 古 の遺 言 をめ ぐ る対 立 が,多 くの有 力 豪 族 を巻 き 込 ん で展 開

した。 す な わ ち蝦夷 は これ を考 慮 して独 断 で の専 行 が行 えなか った わ け で,推 古 天

皇 の 田村 皇 子 へ の遺 言 の 「天 下 は 大任 な り。 本 よ り輙 く言 うもの にあ らず 。 爾 田村

王子,慎 み て察 にせ よ。緩 らむ こ と不 可。」 と,山 背 大 兄 王へ の 遺言 の 「汝,独 り莫

諠 讙 ぎそ 。 必 ず 群 の言 に従 ひ て,慎 み て違 うな。」 とを 引 き合 い に 出 して,「 是 天 皇

の遺 言 な り。 今,誰 を か天 皇 とす ぺ き」 と述 べ てい る(44)。「遺 言 」 に つ い て は他 の

個 所 に も 引 かれ て い て(45),そ の 存在 に 疑 い は ない が,そ の内容,っ ま り推 古 の 遺志

は 明確 で は なか っ た よ うで,3月 崩 御 で9月 に な って 「葬 礼 」 が 終 わ っ て も なお新

天 皇 を決 め る こ とが で き なか っ た。

この蘇 我 蝦 夷 の 下 問 に対 して,大 伴 鯨 ・采 女 臣摩 礼 志 ・高 向 臣宇 摩 ・中 臣連 弥 気 ・

難 波 吉 士 身 刺 が 田村 皇 子 に賛 成,こ れ に対 して 許 勢 臣 大麻 呂 ・佐 伯 連 東 人 は 山背 大

兄 王 を支 持 して い る。論 は完 全 に分 裂 状 態 を呈 した わ けで,「 大 臣」蝦夷 は 「群 臣 の

和 はず して,事 を成 す こ と能 は ざる を知 りて,退 り」 さった とい う(46)。さ らに これ

よ り先 に,蝦 夷 か らは叔 父 にあ た る境 部 摩 理 勢 に蝦 夷 が意 見 を求 め た とこ ろ 山背 大

兄 王支 持 を述 べ,蘇 我 氏 内部 に も大 き な対 立 が あ った こ とを知 る こ とが で き る。

こ うした な か,「 叔 父,田 村 皇 子 を 以 っ て 天 皇 とせ む とす 」 る こ とを 聞 い て,山

背 大 兄 王 は皇位 へ の執 着 を強 く示 し,行 動 に 出 る。推 古 の 「遺詔 」 に よ って の 田村

皇 子 擁i立で あ る と蝦 夷 た ち はい うが,① そ の 「遺 詔 」 の 内容 を示 せ,② ま た誰 が

そ れ を聞 い たの か,を 確 認 しよ うとす る。 そ して 自分 の推 古 か ら直接 に 聞い た 遺言

は それ とは異 な り,「 汝 本 よ り朕 が心 腹 た り。愛 み寵 む 情 」は他 に比 べ る もの は な い

し,「 国 家 の大 基 は,是 朕 が世 のみ に 非 ず。本 よ り務 め よ。汝 肝稚 し と雖 も,慎 み て

言 え。」 とい うも ので,「 寧 ろ叔 父 に違 あ る にや 」 とま で言 って い る。 蝦 夷 の ほ うも

田村 皇 子 の擁 立 につ い て は 「遺 勅 を ば 誤 ら じ。臣 が私 の 意 に は非 ず。」 と山背 大 兄 王

に対 応 して い る。 この 間,山 背 大 兄 王派 で あ った 境 部摩 理 勢 が蝦 夷 と対 立 して 山背
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大兄王の異母弟 の泊瀬王の もとに合流,こ れを蝦夷が殺害す るにいた って事 態は急

転 し,田 村 皇子 が舒 明天皇 として即位,こ の山背大兄王 をめぐる皇位 紛争は決着 し

た ら しい。以後,皇 極天皇2年 の暗殺事件 までの15年 間,山 背大兄王 は少な くとも

『日本書紀』 には,皇 位継承はむろん,あ らゆ る政治的局面に登場 しない。 蘇我氏

系統の大 王家の人物 であ りは したが,要 す るに皇位継承紛争 に敗れ たわけで,い っ

たんは政界 か ら退 か ざるを得なかったのであ る。 そ してい きな り皇極天皇2年 の暗

殺事件 とな る。

で はいったい,何 故 に山背大兄王は暗殺 され ねばな らなか ったのであろ うか。暗

殺の対象 にな るとい うこ とは,暗 殺 をいわば仕掛 けた勢力 にとって山背大兄王は侮

りがたい,隠 然 とした勢力 を保 持 していたか らと考える以外 にない。っ ま り皇位 に

近い存在 であったのであ り,だ か らこそ葬 りさられねばな らなかった。皇族 とい う

こ とでは,も し聖徳太子が取 るに足 らない一皇族 であれ ば,そ の子 の山背大兄王の

こ うした皇位 との関係 は説 明す ることがで きない。太子が 「皇太子」であ り 「摂政」

であった こ とを前提 に して は じめて山背大兄王の強い皇位への執着 と,田 村皇子 と

の均等な継 承権の主張を理解す ることがで きる。聖徳太子 を抜 きに して考 えれ ば山

背大兄王は単 なる三世の皇族 にとどま り,「大兄」ともまた皇位 とも関係 しない はず

で,山 背大兄王の権力 とい うか実力 の根本 ・根底は,聖 徳太子か ら考えるほかない

と思 われ る。

7.山 背大兄王の深草屯倉逃走

いま一っ考 えねばな らないのは,こ の山背大兄王の暗殺事件 の際の,深 草屯倉へ

の逃走計画で ある。皇極天皇2年 のいわゆ る上宮王家滅亡事件 に際す るもので,『 日

本書紀』 に記載 を持っ(47)。

斑鳩宮 にい た山背大兄王を襲撃 したのは,蘇 我入鹿 の意を受 けた 巨勢徳太 臣 と土

師娑婆連で,山 背大兄王たちは 自分の骨 にみ たてた 「馬の骨 」を 「内寝」に偽装す

るな どの抵抗 を試みた ものの敗れ,「 膽駒 山」(生 駒 山)に 身 を隠 した。 この時そば

近 くにいたのは僅か に三輪文屋君 などだった とい う。 この偽装 に眩 ま されて 山背大

兄王は死 んだ と思 った入鹿 の軍勢 は撤収,そ の後4,5日 問は大兄 の一行は生駒 山

に潜伏 した。

この時に側近 ともい うべ き三輪文屋君 は山背 大兄王に対 して,「 請 う,深 草屯倉

に移 向きて,茲 より馬 に乗 りて東 国に詣 りて,乳 部を以って本 と して,師 を起 して」

戦っては ど うか と進言 した。そ うすれ ば 「勝 たむ こと必 じ」 とい うのである。

ここか ら二つ の ことを指摘 できる。 まず第1は,「 乳部」 が山背 大兄王の配下 に

あった とい うことで ある。「乳部」の成立 にっいてはなお解決 されていない問題 もあ
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るが,少 な くとも"皇 太子"の 勢力下 にある部民であることは疑いな く(48),そ れが

山背大兄王の もとに属 してい るとい うことは,父 の聖徳太子の"遺 産"を 受 け継 い

だもの と考 える以外 にないだろ う。 いわゆる上宮王家 と 「乳部」 との関係 は,聖 徳

太子 にそ の淵源がある。

この提言 に対 して 山背大兄王は,「 卿 が導 う所 の如 くな らば,其 の勝 たむ こと必

じ」 と応 じてい る。つ ま り提言の よ うに行動すれば入鹿 に必ず勝利 できるとい うこ

とを,山 背大兄王 も認 めてい るとい うか,こ の言が実際 に山背大兄王の発言であ る

かに修飾 の問題は残 りはす るが,少 な くとも 『日本書紀』成立段階では 「深草 屯倉」

や 「東 国」 に上宮王家が勢力基盤 を持 っていた ことが一般論 として認定 されてい る

ことは疑 うこ とができない。 しか しもしこの策 を入れ たな らば必ず勝利で きるが,

万民を使役す ることを望 まず,こ の策 を入れ ないで山背大兄王た ちは入鹿 に敗北,

上宮王家 は滅亡 して果 てる。

第2に 、ではい ったい何故 「深草屯倉」に入 ったな らば 「勝たむ こと必 じ」だっ

たのか。 山背大兄王たちがその よ うに判 断 した根拠 は何 なのか。大和岩雄氏が 「秦

河勝 は,山 城国 の葛野 ・深草郡の秦氏の財力 をバ ックに して,上 宮王家 の経済的支

援 をおこなった」 と指摘 され たのは(49),お おむね首肯で きるものである。深草にあ

った 「屯倉」 にっいてはなお確認 されていないが,地 理 的に飛鳥時代 にお ける深 草

は大和に とって はかな り遠方で,諸 文献に聖徳太子はむろん山背大兄王 との関係 は

見出す ことができない。 また 「斑鳩」 にいた山背大兄王が,そ こか ら 「東 国」に逃

走す る際に も通常の交通経路か らは相 当に離れ てお り,通 過せね ばな らない道筋で

はない。

「深 草屯倉」 にまずいったんの避難 を三輪文屋君がすす めたのは,こ こを拠点 と

す る秦氏 との関係 を抜 きに しては考 え られない。深草の地 と秦氏 との関わ りは,早

く欽明天皇朝 に確認で きる。す なわ ち欽明は 「秦大津父 とい う者 を寵愛」 したな ら

ば 「壮大に及 りて,必 ず天 下を有」 らすだ ろ うとい う夢想 を得 て,こ れを探索 させ

た ところ 「紀郡の深 草里 よ り得」るこ とができた とい う(50)。む ろん この夢想は事実

とは考え られないが,秦 氏の人物が深草か ら見出せた とい う説話構成の背後 には,

深草の地が秦氏一族 の濃密 な居住地で あった とい うことを見逃す ことはできない。

稲荷神社(伏 見稲荷大社)が 「伊奈利 山の三箇峯の平処」に創始 されたのは 「秦氏

の祖の中家 ら」の業績であ ると伝 えるのもその証左 にな るだろ う(51)。さらに延暦19

年 に紀伊郡 の 「九条深 草」の地が売買 された ときに作成 された文書 には,「刀禰 」4

人の内に秦 忌寸 白麻 呂 ・内蔵秦忌寸広足,ま た郡司 として大領 秦忌寸某 ・「小」領秦

忌寸豊:道 ・擬主政秦忌寸永年な どが見 えていて(52),平 安時代にいたるも秦氏 の濃密

で有力な居 住は確 実である。こ うした深草 ない し紀伊郡 にお ける秦氏 と 「深草屯倉」
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の関係 は不 明 とい うほかないが,秦 氏 による山城盆地 の初期 的開発 時代か ら以後の

ことを考えて も,地 元首長 として 「深草屯倉」の経営 に関与 していない ことは考え

られない。

その よ うに考えて くる と,山 背 大兄王の逃走先 に 「深草屯倉 」が選 ばれた背景に

は,秦 氏勢力 を恃 んでの復活 計画 が立て られていたこ とは確 かだ と思 われ る。 この

ときにはまだ秦河勝 は生存 してお り,そ の動向がまった く見 えて こないのは不審 だ

が,太 子 の死後,山 背大兄王が史上 に見 えな くなるこ ととあわせ考 えてみれば,政

治や政権 の後景 に退いた,あ るいは退か ざるを得 な くなった と理解す るのが適当で

あろ う。

とにか く聖徳太子時代に形成 された秦氏 との密接 な関係 が,そ の子 の山背大兄王

まで引きつ がれ,結 果それを頼 っての 「深草屯倉」への逃走 となった。すなわち聖

徳太子 は"皇 太子"で あ り,"摂 政"で あ り,推 古朝の政治過程 に深 く関与 していた

ことを疑 うことはできない。も しそ うでなか った とすれ ば,山 背大兄王の政治権力,

そ こまで言 っては言いすぎであれ ば皇位 とい う最高の政治状況へ の干渉はあ りえな

かっただろ うし,父 の聖徳太子の"皇 太子""摂 政"と い う存在形態 と関わってそれ

はは じめて理解 できるもの とせ ざるを得ない。 もし聖徳太子 の存在 が疑われ,ま た

ただの王族 の一人 に過 ぎない とすれば,山 背大兄王の滅亡時の こうした状況 は理解

す ることができないで あろ う。つ ま りは聖徳太子時代か らの太子 と秦氏ない し秦河

勝 との関係 が事実 としてあったか らの ことであって,聖 徳太子 のブ レー ンと して河

勝は関わ り,飛 鳥時代の歴 史に大 きな足跡を残 したのであ る。

さらにい えば,推 古朝以来その姿 を消 した秦河勝が,次 にま るで唐突 に皇極天皇

2年 に登場す るこ とにもそれ は関係す るよ うに思 える。す なわち この年,「東 国の不

尽河の辺 の人」 の 「大生部 多」 が 「常世の神 」を祭 ることをすす め,そ のよ うにす

れば 「富 と寿 を致す」と説いてまわったの に対 し,「東 国」にお もむ いた河勝が これ

を 「打」った とい う(53)。この信仰 内容その ものについては論 じる必要 はなか ろ うが,

場所が東 国であることがまず注 目され る。

この 「東 国」 については,そ れ が 「不尽河 」であることか ら,後 世 の東国,す な

わちおおむね尾張 ・三河 以東,防 人の出身地な どと関わ る 「東 国」 と考 えて よいだ

ろ う。大王家 と密接な関係 を保 ち,た とえば防人 出身地 に見 られ るよ うにた えず大

王家を支 える勢力 と して貢献 してきた地域を対象 としてい ることは疑 いない。

次に この 「大生部」については,生 部氏(壬 生部氏)に 「大」が付 いたもの,す

なわちオホ ミブベ と読む とい うのが通説だが,古 写本 には 「オオ ミブベ」 の訓はな

く不安 は残 る。ただ この 「大生部氏」ない し 「生部氏」 については他 にもい くつか

の所見が見 られ(54),か な りの広域的 な分布が知 られ る。実際に 「東国」 と考 えて よ
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い伊 豆 国 に大 生部 氏 の 存在 が確 認 され てい て,そ の東 国 で 「常 世 の神 」 が 祀 られ,

これ を秦 河 勝 が 打倒 に出 か け た こ とは,史 実 と して認 定 して よ い ので は な か ろ うか 。

大 生 部 氏 が ① 壬 生 氏 で あ っ て,② 秦 氏 が そ の管 理 者 で あ る とす る説 は 魅 力 的 だ

が(55),筆 者 は そ こま で認 め る根 拠 を持 た な い が も しそ うだ とす る と,河 勝 が 大 生部

氏 を"管 理"に 東 国 に行 くの は あ り うる こ とで あ ろ う。 秦 氏 な い し河 勝 と,聖 徳 太

子 との 関係 は必 ず しも ミブ を媒 介 して 生 じて い る よ うに は史料 的 に は思 えな い し,

ミブ の 統 括 氏族 と して は い うまで もな く壬 生氏 が あ る。 壬 生 門(美 福 門)の 名 称 の

存 在 か らも知 られ る よ うに,王 権 とは きわ め て 近 しい 関係 を持 っ た伴 造 氏族 で あ っ

た 。 秦 氏 との 関係 も不 可能 とい うわ けで は な か っ た で あ ろ うが,大 生 部 の 「生部 」

が ミブベ で あ る とす る と,こ の部 民 を管 下 に入 れ てい た 中心 は壬 生 氏 で あ っ た こ と

を見逃 す わ け に はい か な い。 「大 生部 の 『大』 は,大 中 臣 の 『大 』な ど と同」 じで あ

る とい うの も,そ の限 りで はそ の通 りに思 え るが(56),直 接 的 な史 料 で は 大 生部 一 壬

生 部 の統 括 関係 を証 明す るこ とが で き ない。

おわ りに

以上,聖 徳太子 「否 定」論 を念頭において,は た してその"否 定"が 史実 として

認 定できるかを検討 した。考 えね ばな らないこ とはなお多いが(57),本 稿 で素材 とし

た① 山背大兄王 と秦氏 との関係,② その起源 ともい うべき聖徳太子 と秦氏 との関

係,と もに史実 として認 定す るべ きとい うのが結論 である。つま りそ うした 「地位」

名称 が当時にあったかは別 として,聖 徳太子が 「摂政」「皇太子」であ るこ とを前提

に しなけれ ば理解 できないので あって,聖 徳太子 の 「実在」は疑いない ことと思 う。

聖徳太子 時代の,隋 の中国統一国家形成 と隋 国 ・高句麗 国の対立を見越 して外交

再 開な ど,推 古朝全 体の国際的セ ンスは抜群で あった。 タイ ミングを見計 らっての

外交再 開だったのであ り,こ の決断は以後 の 日本 と中国の外交方針 の基本 を決定 し

た。む ろんそれは太子ひ とりの判断に よる独裁 ・専制 とい うのではな く,蘇 我馬子

をは じめ とす る多 くの豪族 たちの支持 があった ことは疑いない。 しか しそ のなかで

聖徳太子 は,先 に見てきたよ うに主導的な立場 を構成 していた こともまた事実であ

り,そ れ はその後継者 とお ぼ しき山背 大兄王 の生涯か らも見 出す ことができる。す

なわち聖徳太子 と京都,っ ま りは秦氏 との関わ りを基底 に して ここまで考 えて きた

が,や は り通説 に近 い評価,つ ま り 『日本書紀』な どの文献史料 に書 かれた通 りで

はない に しろ,聖 徳太子 がそれな りの政治的 な権力 を保持 して,飛 鳥 時代 の国政の

執行 にあた っていたのは事実で あるとい うのが得た結論 である。 早 くに信仰の対象

とな り,神 格化が進 んだこ とには当然 配慮せね ばな らないが,だ か らとい って聖徳

太子 は 「い なかった」 とす るの も早計であろ うと思われ る。
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注

(1)大 山誠 一氏2007「 聖徳太子論その後」『史聚』39・40合 併号所収。ただ こ うい うものの"言

いかた"に は,細 部 にこだ わるよ うだが賛成できない。聖徳太子 の存在 ない し実在 を疑い,

否定す る者だ けが正常 な精神の持ち主 で,そ うでない もの をすべ て 「マ イン ドコン トロー

ル」のせい とす るのは,学 問研 究の立場 を逸脱 している と思われる。

(2)『上宮聖徳法王帝説』 に 厂少治 田天皇御世 乙丑年,(中 略)七 月に十七余法 を立っ」 とあ

る。

(3)『類聚三代格』「格式序」 に 「上宮太子親 ら憲法十七条を作 る。国家の制法 これ よ り始ま

るな り」 とある。

(4)『上宮聖徳法王帝説』 に 「太子七寺 を起っ。 四天皇寺 ・法 隆寺 ・中宮寺 ・橘 寺 ・蜂丘寺彼

宮を并せて川勝秦公に賜う・池後寺 ・葛木寺葛木臣に賜う」 とある。 これ らはおおむね聖徳太子 関与

の寺院 として認 めるのが通説で ある。

(5)大 山誠一氏 『「聖徳太子」 の誕生』吉川弘文館 ・1999年 。

(6)歴 史研究 において史料 ・資料 を否定する場合,① その ものを即物的に否定す るこ とに合

わせ て,② なぜ そのよ うな史料 ・資料 が,誰 によって作成 されたのか,を 論 じる必要が

あろ う。 この② についてはまず 「律令国家が成 立 した ことに より,ピ ラ ミッ ド型 の官僚機

構 の頂点 に立ち,儒 仏道の保護者 として君臨す る聖天子像が必要 となったが,歴 史上,そ

れにふ さわ しい人物は蘇我馬子 しかいなかった。 しか し,馬 子 とす るわけにはいかないか

ら,代 行 の厩戸王が中国的聖天子のモデル とされ ることにな り,そ の厩戸王 を中心に書き

換 えられ たのが今 日の 『書紀』である。」(大 山誠 一氏 「聖徳太子の解明にむけて」同氏編

『聖徳太 子の真実』 平凡社,2003年 所収)と され るが,な ぜ 「聖天子像が必要」 となっ

たかの証 明は精彩 を欠いている し,ま た他 の皇子たちでなぜい けないのかについて も論証

をされていない。

さらに聖徳太子像の創 造者 として藤原不比等 ・長屋王 ・道慈 をあげ られ るが,こ れ も史

料的に十分 に証明 されてお らず,『 日本書紀』成立段階での活躍 の大 きい人物 を想定 され

た にとどま るように思われ る。 とりわ け大きな役割 を果た した とされ る道慈が 「聖天子像

を描 く」 とい う主張も,道 慈の入唐 からの14年 ぶ りの帰国は養老2年 で,こ の間む ろん

『日本書紀』の編 さんにはまった く関与 していない。 また平城京への入京 は同年12月 と

推定 され(『 懐 風藻』お よび 『続 日本紀』養老2年12,月 甲午条),養 老4年5月 に奏上 さ

れ る 『日本書紀』は ここまでもかな りの時間を費や し,ま たこの時 には ほとん ど編 さんの

最終段階 に入っているはずで,に もかかわ らず道慈がそれほ どの大 きな役割 を果 たせ たな

らば,『 日本書紀』編 さん過程 との関係 にも論 は及ぶ必要があるよ うに思われ る。

(7).『日本書紀』用 明天皇即位前紀。

(8)『 日本書紀』推 古天皇元年4月 己卯条。



渡来人 と聖徳太子451

(9)『上宮聖徳法王帝説 』。

(10)上 田正昭氏 『日本 を創 った人び と1聖 徳太子』平凡社 ・1978年,『 上 田正昭著作集7歴

史 と人物』所収,角 川書店 ・1999年 。勾大兄 ・押坂彦人大兄 とあわせ て高句麗 ・百済 の

「太子」執政 の例 も触れ られ ていて,目 本列 島だけの慣例でな く,国 際的背景 を持つ も

のであるこ とが示 されてい る。

(11)荒木敏夫氏 『日本古代の皇太子』吉川弘文館,1985年 。

(12)『 日本書紀』敏:達天皇元年5月 壬寅条。

(13)日本古典文学大系 『日本書紀』・日本古典全集 『日本書紀』ともに押坂彦人大兄皇子 と推

定 され てい る。

(14)『 日本書紀』継体天皇6年12,月 条。

(15)『 日本書紀』推古天皇2年2,月 丙寅条。

(16)『 日本書紀』推古天皇15年2,月 甲午条。

(17)『 日本書紀』推古天皇28是 歳条。

(18)た とえば高校教科書 『詳説 日本 史B』 山川 出版社 ・2007年 改訂版 な ど。

(19)井 上光貞氏 「冠位 十二階 とその史的意義」『日本歴史』176号 ・1963年,『 井上光貞著作

集1日 本古代国家の研究』所収,岩 波 書店 ・1985年 。

(20)荊木美行氏 「冠位 十二階」『日本 古代史 大辞典』大和書房 ・2006年,当 該項 目。

(21)『 日本書紀』推古天皇3年5月 丁卯条。

(22)『 日本書紀』推古天皇元年4月 己卯条。なお 「伊予国風土記」(『万葉集註釈』所 引)に

も聖徳太子 と慧慈(恵 慈)が 「夷与の村 に逍遥」 した と記 してい る。

(23)『令集解』官位令 「或云」。

(24)石母 田正氏 「古代法」『岩波講座 日本歴 史4』 岩波書店 ・1962年,『 石母 田正著作集8』

岩 波書店 ・1989年 所収。

(25)『 隋書』倭 国伝大業3年 条。 なお この 「対等」 であることを少 な くとも倭 国側が意図 し

た ことに関 しては中村裕一氏 『唐代 制勅研 究』汲古書院 ・1991年,西 嶋定生氏 『倭国の

出現』東京 大学 出版会 ・1999年,金 子修一氏 『隋唐 の国際秩序 と東 アジア』名 著刊行会 ・

2001年 な どに詳細な中国史側 か らの分析 もある。

(26)こ の間の関係 については坂元義種氏 『古代東アジアの 目本 と朝鮮』吉川弘文館 ・1978年

に分析 がある。

(27)『 日本書紀』敏達天皇元年5月 丙辰 条。

(28)『 日本書紀』敏達天皇3年10,月 丙 申条。

(29)日本古典文 学大系 『日本書紀』下の頭注。

(30)『 日本書紀』敏達天皇13年 是歳条。

(31)『 日本書紀』敏達天皇14年3,月 丙戌条,同6,月 条。



452井 上満郎

(32)『 日本書紀』崇峻天皇5年11月 乙巳条。

(33)『 日本書紀』推古天皇33年10,月 癸卯条。

(34)『 日本書紀』推古天皇31年 是歳条および11月 条。

(35)『 日本書紀』推古天皇16年9,月 辛 巳条。なお列記 され ている人物は 「学生」が倭漢直福

因 ・奈羅訳語恵明 ・高向漢人玄理 ・新漢人大圀,「 学問僧 」が新漢人 日文 ・南淵漢人請安 ・

志賀漢人慧隠 ・新漢人広済 の8人 であ る。

(36)『 日本書紀』推古天皇ll年11月 己亥条。

(37)こ の 「蜂 岡寺」 については,通 説では 「葛野秦寺」 と同一 の寺院の異称であ り,現 在 の

広隆寺 にあたるとされる。これを別個 の寺院である として,詳 細 に分析 を加 え られ たのは

林南寿氏 『広 隆寺史 の研究』(中 央公論美術 出版 ・2003年)で ある。 「北野廃寺址 にあっ

た蜂岡寺」は,平 安遷都 とともに 「秦寺」に 「寺跡 を移 して合併」された ものだ とされた。

た しか に 「飛鳥時代後期 」に現広隆寺の地に寺院の建立があった と見 るのが通説 だが(古

代学協会 ・古代学研究所 『平安京提要』角川書店 ・1994年),現 境 内地 については十分 に

埋蔵文化財調査がな され てい るとはなお言 いがたい。氏は こ うした説 をも受けて別 々の寺

院 として建立 された ものが併合 ・合体 された と主張 され るが,た だ平安遷都 以後 も北野廃

寺は存続 している し(『 史料京都の歴 史2考 古』平凡社 ・1983年 ほか),ま た瓦 は移転

後 の寺院 にも再利用 され ることが多 く,出 土瓦の製作時期 をその瓦の用い られた寺院 の建

立時期 と されてい るの も問題 を残す。 それ らの点を考慮 され ての 「い ささか窮屈 な推論」

とされ るのだが,本 論 と直接の関係 をもたない こともあってなお私見 については保留 した

い。

(38)『古語拾遺』。

(39)『聖徳太子伝補欠記』。

(40)『聖徳太子伝暦』。

(41)『 日本書紀』崇峻天皇即位前紀(用 明天皇2年7,月)。

(42)なお 山背大兄王 については,『上宮聖徳法王帝説 』に 「山代大兄王」,『釈 日本紀』所引 「上

宮記」に 厂山尻王」・「尻 大王」,『聖徳太子伝補欠記』に 「山代大兄王」,「法起寺塔 露盤銘」

に 「山代 兄王」,な どとある。 「大兄」 になった時点は問題 として残 ることにな るが,「 大

兄」であったこ とは疑いないよ うに思われる。

(43)井上光貞氏 「古代の皇太子」『井上光貞著作集1日 本古代国家 の研究』所 収,注19と

同 じ。

(44)『 日本書紀』舒 明天皇即位前紀。

(45)『 日本書紀』推古天皇36年3,月 壬午条。また舒明即位前紀の皇位紛争 はこの遺言をめ ぐ

る争 いになっている。 なお この 「遺詔」については門脇禎 二氏が詳細 に分析 されてお り,

「再三再 四にわたって引用 されてい るが,も ともと一つ の原史料」とされ,「 追加 ・修飾」
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はあるとされ るもののその存在 について は否定 してお られ ない(同 氏 『「大化改新」史論』

上,思 文閣出版 ・1991年)。

(46)『 日本書紀』舒明天皇即位 前紀。以 下同 じ。

(47)『 日本書紀』皇極天皇2年11.月 丙午条。

(48)『 日本書紀』皇極天皇元年是歳条 にい う蘇我氏が 「悉 くに上宮の乳部の民」 を集 めて使

役 した とい うの も,こ うした 「乳部」が蘇我 氏の管轄下に入 っていた ことを示す ものであ

ろ う。 そ して また本条で実名 は不詳 なが ら上宮王家の 「上宮大娘姫 王」(舂 米女王 と推定

され る)が これ を 「発憤」った とい うの は,本 来は 「乳部」が上宮王家の管下にあった こ

とを物語 るものであろ う。

(49)大 和岩雄i氏 『秦氏の研究』大和書房 ・1993年 。なお大和氏 は山背大兄王の 「山背」は,

王が 厂山背深草の地で秦氏 に養育 されたための名」とされ るが,こ れについては証 明され

ていない。ここでは試 見に とどま るが,お そ らくは山背氏(山 背国造)に 関わる命名か と

思われ る(山 背国造 については角 田文衛氏 「愛宕郷 と山代国造氏」『古代文化』27-10,『 角

田文衛著作集2国 分寺 と古代寺院』法蔵館 ・1985年 に詳 しい)。

(50)『 日本書紀』欽明天皇即位前紀。 なお本条 では大津父は 「伊勢」 に行って 「商價」 して

の帰 りとい う文言があ り,深 草か ら伊勢,さ らには 「東 国」に向か う交通路の存在が うか

がえるが,斑 鳩か ら深草,深 草か ら東 国へ,と い う経路 には歴 史的 ・地理的に無理が ある。

(51)「 二十二社註式」に 「人皇 四十三代元明天皇の和銅四年」のこ ととい う。 また 「山城国

風 土記 」逸文(「 神名帳頭註」所引。 ただ し和銅風 土記か は疑わ しく,日 本古典文学大系

本 く秋本吉郎氏 〉は疑点を指摘 した上で採録 され,新 編 日本古典文学全集本 く植垣節也氏

〉は採録 され ていない)に も 「秦中家忌寸等 が遠つ祖,伊 侶具の秦公」 とみ えてい る。

(52)「仁和寺文書」延暦19年6,月21日 山城 国紀伊郡司解案(『 平安遺文』18号)。

(53)『 日本書紀』皇極天皇3年7月 条。

(54)川 尻秋 生氏 「大生部直 と印波国造」(『千葉県立 中央博物館研 究報告』7-1・2001年,の

ち同氏 『古代東 国史の基礎 的研究』塙書房 ・2003年 所収)。 また奈 良文化財研究所木簡デ

._タ ベース(2008年2月 確認)で は11例 の大生部氏木簡が掲出 されてい る(た だ し重複

していて11個 体 とい うわけではない)。 なお静岡市曲金遺跡出土木簡(『木簡研究』17号 ・

1995年)の 「常陸国鹿 島郡」 「戸主大生秋万 呂」の 「大生」が大生部の ことだ とすれ ば,

ここにも大 生部の所在 を確認 できる。

壬生部 ・生部にっいては佐伯有清氏 『新撰姓氏録 の研究 考証:篇6』(吉 川 弘文館 ・1983

年)に 該書刊行時まで の詳細な人名 と分布状況の提示があ る。

(55)加 藤謙吉 「ミブ ・ニ フニ題一 六 ・七世 紀にお ける秦氏の職掌 について一 」『続 日本紀研

究』182号 ・1975年,同 氏 『秦氏 とその民一 渡来氏族の実像一 』 白水社 ・1998年 な ど。

(56)川 尻秋 生氏,注54論 文に同 じ。なお この壬生部 については岸俊男氏が 「光明立后 の史的
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意義」『ヒス トリア』20号 ・大 阪歴史学会 ・1957年 所収,同 氏 『日本 古代政治史研 究』塙

書房 ・1966年 所収 において私部 との関係で関説 され ていて,「 宮号や御名を冠 した名代 ・

子代」の登場 の 「下限はほぼ崇峻 の倉椅 部に止 ま」ることを根拠 とされて壬生部 の成 立時

期 を 「敏達一推古朝が一つ の指標」とな ると考え られている。また私部に も大私部 がいる

ことも注意 され,岸 論文 に詳細な掲 出 と分析があるが,私 部 と大私部の関係 につ いては該

論文で は考 えを保留 され てい る。

(57)考 え残 した最大の点は,海 外史料における聖徳太子の ことである。636年(日 本舒 明天

皇8)に 帝紀 ・列伝 が成立 した 『隋書』東夷伝倭 国条 に見えている遣隋使に関す る諸項 目,

特に隋開皇20年(600)の,周 知 のよ うに 『日本書紀』に見えていない記事 につい てであ

って,こ こには この年 に 「遣使詣闕」 した 「倭王」 として 「姓」が 「阿毎」,「字」が 「多

利思比孤」,「号」が 「阿輩鶏弥」 と記 されている(『 隋書』東夷伝倭国条。『隋書』本体 と

は異 な り 『通典』 は 「其国号阿輩鶏弥」 として,「 阿輩鶏弥」を 「国」 の 「号」 としてい

る。)な お遣 隋使 関係史料 については田中健夫 ・石井正敏 氏編 「古代 日中関係編年史料稿

一推古天皇八年(六 〇〇)か ら天平十一年(七 三九)ま で」『遣唐使研究 と史料』(東 海大

学出版会 ・1987年)所 収に よる。 また 「阿毎」・厂多利思比孤」・「阿輩鶏弥」 について述

べ たの ち,「 太子利 歌弥多弗利 」をあげてい る。

まず 「阿毎」「多利思比孤」だが,タ リシヒコは男性名称で あるか ら,こ れ を開皇20年

(推古天皇8)と す ると 「倭王」は当然推古天皇 のこととな るし(大 山誠一氏 は推古 を 「大

王ではなか った」とされ るく同氏 「『日本書紀』の構想 」,『聖徳太子の真実』平凡社 ・2003

年所収 〉),し か し推古は ヒコであるはず はない ので何 らかの錯簡 があったもの とせ ざる

をえない(称 号は通称だか ら推古 であって よい との説 もある〈井上光貞氏 「推古朝外交政

策 の展 開」『聖徳太子論集』平楽寺書店 ・1971年 所収,の ち 『井上光貞著作集5古 代 の

日本 と東ア ジア』岩波書店 ・1986年 所収 〉)。 この間 を詳細に検討 された門脇禎 二氏はタ

リシヒコを聖徳太子,「 利(r翰 苑』注では 「秘)歌 弥多弗利 」を田村皇子(舒 明天皇)と され て

いる(同 氏 『「大化改新」史論』上,注45)。 文字通 りにこの間は諸説紛 々であってこれ

に判断 を下す こ とは困難 だが,そ してまた誰 をも納得 させ る説を知るこ とができないが,

少 な くとも学説 としては 「多利 思比孤」 「利(和)歌 弥多弗利 」の どち らかを聖徳太子 と

す ることについては合意 を見てい る。つま り太子 がこの 当時の外 交に関与 していた ことを

疑 う学説は少ないのであって,こ のこ とにのみ今は注意 してお きた い。




